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事実の概要

　Ｘ（歯科医）とＹ（眼科医）は 1987 年に婚姻し、
2人の子がいる。Ｙは眼科医院を開業していたが、
1996 年に節税のためこれを法人化し、Ａ医療法
人（Ｙ：理事長、Ｘ：常務理事）を設立した。一方、
ＸＹは婚姻後購入した土地に 1998 年に建物を建
て、Ｘはその一部で歯科医院を営んでいた。Ｘは
多い時で月額100万円程度の理事報酬を受け取っ
ていたが、2006 年頃、この報酬は税金対策とし
てＸが一旦受領した後に一部をＡに返還する取り
決めであったが返還されていないとして、ＹがＸ
に既払の報酬の返還を求め、Ｘはそれに応じて
毎月 100 万円を返還するようになった。しかし、
これをきっかけにＹはＸに対して離婚を口にする
ようになった。
　Ｙは 2013 年 11 月頃からＢと交際を始め、
2014 年 1 月にＸと別居した。Ｘは、2016 年に、
Ｙの不貞行為等により婚姻関係が破綻したとし
て、本訴としてＹに対し離婚を請求するとともに、
これに附帯して財産分与の申立て等をした。それ
に対して、Ｙも反訴としてＸに対し離婚等を請求
した。ＸＹは財産分与の対象財産に関する婚姻関
係財産一覧表を作成し、Ｘは、Ｙがほぼ全てを有
するＡの出資持分（2014 年 12 月 22 日時点でＹ名
義の持分〔出資口数〕63 万 560 口、Ｘ名義の持分 6
万 6880 口と認定）の全額が財産分与の対象となる
べきであり、財産形成への寄与割合を 5割と主張
したのに対して、Ｙは、Ａの出資持分は財産分与
の対象となるべきではなく、仮に対象となるとし

ても純資産評価額の 3割程度にとどまること、ま
た、Ｙが医師として稼働し、自らの研鑽や努力に
よってＡを運営するなどして財産を形成したこと
からすると、寄与割合はＸ　2 割、Ｙ　8 割とするの
が相当であることを主張した。なお、2016 年 4
月頃、Ｙは、東京地方裁判所に対し、Ｘを被告と
してＡの資産の窃取又は横領を理由に 1億 5767
万円余の損害賠償を求める訴訟（以下「別件訴訟」
という）を提起している。
　第一審（東京家判令 2・6・1LEX/DB25594664）は、
本訴及び反訴の各離婚請求をいずれも認容すると
ともに、ＸＹが婚姻中に双方の協力によって得た
ものとして分与を求める財産の全部につき財産分
与の裁判をした。これには、Ａの出資持分も含ま
れていた。それに対して、Ｙは財産分与等に関す
る第一審の判断に不服があるとして控訴し、Ｘも
附帯控訴をした。なお、第一審判決中の離婚に関
する部分は不服申立ての対象となっていない。原
審（東京高判令 3・3・16LEX/DB25594665）は、Ａ
の出資持分はＸＹ双方が婚姻中にその協力によっ
て得た財産に当たるとした上で、別件訴訟が係属
中であること等に照らせば、当該出資持分につい
て現時点で財産分与の裁判をすることは相当でな
いとして、Ａの出資持分を除いたその他の財産に
ついてのみ財産分与の裁判をした。そこで、Ｘが
上告受理申立てをした。

判決の要旨

　「民法は、協議上の離婚に伴う財産分与につき、
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当事者間に協議が調わないとき、又は協議をする
ことができないときは、当事者は、家庭裁判所に
対して協議に代わる処分を請求することができる
と規定し（768 条 2 項本文）、この場合には、家
庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た
財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさ
せるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定め
ると規定している（同条 3項）。そして、これら
の規定は、裁判上の離婚について準用されるとこ
ろ（同法 771 条）、人事訴訟法 32 条 1 項は、裁
判所は、申立てにより、離婚の訴えに係る請求を
認容する判決において、財産の分与に関する処分
についての裁判をしなければならないと規定して
いる。このような民法 768 条 3 項及び人事訴訟
法 32 条 1項の文言からすれば、これらの規定は、
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場
合には、当事者が婚姻中にその双方の協力によっ
て得たものとして分与を求める財産の全部につき
財産分与についての裁判がされることを予定して
いるものというべきであり、民法、人事訴訟法そ
の他の法令中には、上記財産の一部につき財産分
与についての裁判をしないことを許容する規定は
存在しない。」
　「離婚に伴う財産分与の制度は、当事者双方が
婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配
すること等を目的とするものであり、財産分与に
ついては、できる限り速やかな解決が求められる
ものである（民法 768 条 2 項ただし書参照）。そ
して、人事訴訟法 32 条 1 項は、家庭裁判所が審
判を行うべき事項とされている財産分与につき、
手続の経済と当事者の便宜とを考慮して、離婚請
求に附帯して申し立てることを認め、両者を同一
の訴訟手続内で審理判断し、同時に解決すること
ができるようにしている。そうすると、当事者が
婚姻中にその双方の協力によって得たものとして
分与を求める財産の一部につき、裁判所が財産分
与についての裁判をしないことは、財産分与の制
度や同項の趣旨にも沿わないものというべきであ
る。」
　「以上のことからすれば、離婚請求に附帯して
財産分与の申立てがされた場合において、裁判所
が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事
者が婚姻中にその双方の協力によって得たものと
して分与を求める財産の一部につき、財産分与に
ついての裁判をしないことは許されない」。

判例の解説

　一　本最高裁判決の意義
　離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の
分与を請求することができる（民 768 条、771 条）。
具体的に財産分与をするかどうかや、その内容や
方法は当事者間の協議に委ねられるが、協議が調
わないときやそもそも協議ができないときは、家
庭裁判所に調停・審判を申し立て、裁判所の介入
によって具体的な金額や分与方法を定めることが
できる（民 768 条 2項本文）。ただし、家庭裁判所
への財産分与の処分の請求は、離婚の時から 2年
以内に行わなければならない（民 768 条 2 項ただ
し書）。夫婦関係が解消した離婚後の財産関係は
可能な限り速やかに確定されることが望ましく、
この 2年の期間は時効ではなく除斥期間と解さ
れている１）。
　一方、家庭裁判所での財産分与の取決めは、離
婚後ではなく離婚に際しての夫婦関係調整調停に
おいて財産分与についても話合いをするという形
で行うこともできる。離婚の調停が不成立のとき
は、財産分与に関する部分のみを調停成立させる
ことはなくこれも不成立となり、離婚を求める当
事者はあらためて離婚の訴えを家庭裁判所に提起
することを要する。その場合、当事者は、離婚訴
訟の附帯処分として財産分与に関する処分を申し
立てることができ、裁判所は、離婚請求を認容す
る判決において財産分与についての裁判をしなけ
ればならない（人訴 32 条 1 項）。本件ではそのよ
うな附帯処分に関し、原審はＡの出資持分を除く
その他の財産についてのみの財産分与の裁判をし
た。それに対して、本最高裁判決は、離婚請求の
附帯処分として財産分与の申立てがされた場合、
裁判所は、離婚を認容する判決において当事者が
分与を求める財産の一部につき財産分与の裁判を
しないことは許されないとしたものであり、人事
訴訟法 32 条 1 項による財産分与の附帯処分と離
婚判決との同時解決に関する見解を示したものと
して注目される。

　二　検討
　１　離婚訴訟の附帯処分としての財産分与
　民法 768 条の財産分与請求権は離婚の効果と
して発生する一個の権利としての性格を有するも
のであるが、その具体的な内容や範囲は協議又は
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調停・審判等によって形成されるまで不明確で不
確定的である２）。この財産分与請求権の法的性質
について、判例は、婚姻中に夫婦の協力によって
得た実質上共同の財産の清算（清算的要素）と離
婚後の一方当事者の生計の維持（扶養的要素）を
目的とするとしており３）、この 2要素が財産分与
の内容をなすことにつき一般に異論はない。特に、
扶養的要素は補充的な性格のものと解されること
から４）、財産分与の中心は夫婦の財産の清算にあ
るということができる５）。
　財産分与に関する処分は家庭裁判所の審判事項
であり（家事別表第二 4の項）、附帯処分として離
婚訴訟で裁判がされる場合も、非訟事件である点
に変わりはない。また、財産分与は離婚に際して
取り決めるべき必須の事項ではなく、離婚訴訟
で離婚のみを請求して（ただし未成年子の親権者の
指定〔民 819 条 2 項、人訴 32 条 3 項〕は必要）、離
婚判決後に民法 768 条に基づき財産分与の調停・
審判を申し立てることも可能である。ただし、財
産分与は婚姻解消に際しての重要な財産的事項で
あり、離婚原因の審理とも密接に関係する。そこ
から、訴訟経済や当事者の便宜を考慮して、人事
訴訟法 32 条 1 項は財産分与を附帯処分とし、当
事者の申立てによって離婚との同時解決を行うこ
とを裁判所に義務づけることとした６）。

　２　離婚判決と財産分与の同時解決
　人事訴訟法 32 条 1 項の附帯処分の立法趣旨が
離婚判決との同時解決の保障にあることは、本最
高裁判決をはじめ判例、学説によって認められ
ているところである７）。2003 年の人事訴訟法制
定の過程では、この点に関連して同時解決の例外
を認めるかどうかが議論されていた。人事訴訟法
の前身である人事訴訟手続法は 15 条で同様に財
産分与等の附帯申立てに関する規定を置いていた
が、同条 1項は「財産ノ分与ヲ為サシムルコト
ヲ得」となっていた。この人事訴訟手続法の下で、
夫婦の実質的共有財産の総価格が今後の債務の返
済と絡み極めて流動的であることから、担保権の
消長を見た上で家事審判等に財産分与を委ねるべ
きであるとして、離婚訴訟で離婚を認容した上で
妻の財産分与請求を棄却した裁判例８）が出てい
たことも、この議論に影響を与えていた。結論と
して、人事訴訟法では附帯処分の分離を法定化す
ることをせず、申立権の濫用等一般論の解釈で対

応することとされたが９）、人事訴訟法 32 条 1 項
が附帯処分について「裁判をしなければならない」
と規定したことに関し、人事訴訟手続法 15 条 1
項の文言との対比や、人事訴訟法 37 条 1 項ただ
し書が離婚請求の認諾を附帯処分又は親権者指定
の裁判をすることを要しない場合に限ると規定し
ていること等から、人事訴訟法は同時解決の例外
を認めないとの立場をより明確にしたとの理解が
人事訴訟法の立案担当者らから示されていた 10）。
また、現在の家庭裁判所の実務でも、当事者が附
帯処分の申立てを取り下げない限り、裁判所は財
産分与に関する権利内容を具体的に形成する裁判
を行うべきものとされる 11）。

　３　本最高裁判決の射程
　本件では、財産分与の対象となりうる財産につ
きＸＹによる開示がされ、Ａの出資持分がこれに
含まれていたのに対して、原審は別件訴訟の係属
を理由にこの出資持分を除いた財産の分与のみを
行った。その理由として、原審判決は、Ａに関す
るＸＹの出資持分は名義如何にかかわらずその全
部が夫婦共有財産と推定される（民 762 条 2 項）
とし、また、別件訴訟におけるＸのＡに対する損
害賠償義務の有無はＸＹ間の財産分与とは別問題
であるとする一方で、別件訴訟の帰趨によっては
Ｘが社員から除名され、それによりＸが出資額に
応じてＡに払戻しを請求することがあり得、その
場合その持分の価格を決定する必要が生ずる点を
指摘して、「現時点でＸのＡに対する貢献度を直
ちに推し量り、財産分与の割合を定め、その額を
定めることを相当としない特段の事情がある」と
述べていた。他の裁判例には、同様に退社社員が
出資額に応じて返還請求できる旨の定款を有する
医療法人への出資持分につき評価額を算定の上、
財産分与額を金額で決定したケースも見られる
が 12）、必ずその方法によらなければならないと
するものではなく、本件の第一審判決は財産分与
としてＸの出資持分をＹに現物分与していた 13）。
　財産分与の附帯処分については、訴訟事件の請
求の趣旨のように分与を求める額及び方法を特定
して申立てをすることを要せず、抽象的に申立て
をすれば足りるとされるが 14）、現行の実務では、
附帯処分の申立ては書面で行い、申立ての趣旨及
び理由を記載して、証拠となるべき文書の写しで
重要なものを添付しなければならない（人訴規 19
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条 1項・2 項）とされている。そして、財産分与
の裁判が非訟事件であり、裁判所の裁量による離
婚後の財産関係の包括的解決を旨としつつも、特
に、分与の内容が婚姻中に形成された財産の清算
であるときは、離婚にあたり迅速な権利義務の確
定が望ましく、また、人事訴訟法 32 条 1 項の附
帯処分が裁判所の職権ではなく同時解決を求める
当事者の申立てに依拠するものであることに鑑み
れば、本件のように当事者が清算の対象として分
与を求めた財産については、同時解決を保障すべ
き要請は一段と強いということができる。
　財産分与の裁判の非訟事件性については、不利
益変更禁止の原則の適用に関し、裁判所は申立人
の主張に拘束されず、裁判所が申立人の主張を
超えて有利に分与の額等を認定しても民訴法 186
条（現民訴 246 条）の規定に違反しないとするの
が判例であるが 15）、これに対しては、財産分与
の請求は私法上の権利をめぐる争訟であって処分
権主義が妥当する 16）、あるいは、財産分与の裁
判が当事者の申立てに基づく点に着目し、申立
ての拘束力を認めるべきである 17）との観点から、
反対説も有力である。
　一方で、本件は離婚訴訟と附帯処分の同時解決
が論点となるが、本最高裁判決が、当事者の申立
てを重視し、財産分与の裁判に関し裁判所の裁量
に一定の縛りをかけるべき場合を明らかにした点
は、民法 768 条 3 項の下での清算的財産分与の
あり方として、実務上重要な意味を持つといえる。
ただし、本最高裁判決の判示は「当事者が婚姻中
にその双方の協力によって得たものとして分与を
求める財産」については除外なく財産分与の裁判
をすべきとするものであり、抽象的な分与の請求
や離婚後の扶養を内容とする場合等にもこの法理
が当然に及ぶとはいい得ない。また、具体的な財
産の清算の請求であっても、離婚訴訟の審理の終
結を迎えてもなお分与の判断に必要な資料が得ら
れないなど財産分与の申立ての濫用といえるケー
ス 18）では、同時解決の例外も許容されるものと
考えられる。

●――注
１）仙台家審平 16・10・1 家月 57 巻 6 号 158 頁（許可抗
告棄却〔最決平 17・3・8平成 17（許）第 2号〕）。民法
161 条（平成 29 年法律第 44 号改正前）の類推適用によ
り、2年経過後の申立ての可能性に言及するものとして、
東京高判平 3・3・14 判時 1387 号 62 頁。

２）最判昭 55・7・11 民集 34 巻 4号 628 頁。
３）最判昭 46・7・23 民集 25 巻 5号 805 頁。
４）二宮周平編『新注釈民法 (17)』（有斐閣、2017 年）418
頁［犬伏由子］。なお、学説では扶養ではなく夫婦間の
衡平を考慮した離婚に伴う補償ととらえる説も有力であ
る。同 399 頁以下［犬伏］。

５）財産分与が慰謝料的要素も含むかどうかについて、判
例は折衷的立場を取るが（前掲注３）最判昭 46・7・
23）、離婚に関する慰謝料等損害賠償を目的とする訴え
は離婚訴訟に併合することができる（人訴 8条・17 条）。
したがって、手続としては、離婚訴訟で財産分与の附帯
処分の申立てがされた場合でも、別途、当事者に損害賠
償請求訴訟を提起させ、離婚訴訟と併合して家庭裁判所
が審理するという方法を取ることが可能である。

６）吉岡睦子＝長谷部由起子『Q&A 人事訴訟法解説』（三
省堂、2004 年）131 頁、松原正明「附帯処分の審理」
野田愛子＝安倍嘉人編『人事訴訟法概説』（日本加除出版、
2004 年）193 頁以下、木内道祥ほか『Q&A 新人事訴訟
法解説』（日本加除出版、2004 年）132 頁以下等。

７）最判平 16・6・3家月 57 巻 1号 123 頁等。松本博之『人
事訴訟法〔第 4 版〕』（弘文堂、2021 年）385 頁、松川
正毅ほか編『人事訴訟法・家事事件手続法』（日本評論社、
2013 年）79 頁［高見進］等。

８）東京高判平 7・3・13 家月 48 巻 8号 72 頁。
９）法務省民事局参事官室「人事訴訟手続法の見直し等に
関する要綱中間試案の補足説明」別冊NBL72号（2002年）
32 頁。

10）高橋宏志（司会）ほか「〈研究会〉人事訴訟法の基本構造」
ジュリ 1259 号（2003 年）85 頁以下。

11）小河原寧編書『人事訴訟の審理の実情〔第 2版〕』（判
例タイムズ社、2023 年）16 頁以下。

12）大阪高判平 26・3・13 判タ 1411 号 177 頁。
13）裁判所が財産分与の額を定める場合、必ずしも金銭を
もって定めることを要せず、金銭以外の財産をもってそ
の額を定めるときは分与すべき財産を特定すれば足り、
その評価額まで判示する必要はないとするのが判例（最
判昭 41・7・15 民集 20 巻 6号 1197 頁）でもある。また、
清算対象となる財産は別居時に存在するものを基準とす
るのが裁判実務の扱いであり、その評価の基準時は一般
に離婚時と解されている。

14）前掲注 13）最判昭 41・7・15。
15）最判平 2・7・20 民集 44 巻 5号 975 頁。
16）松本・前掲注７）389 頁。
17）山本克己「判批」民商 105 巻 2 号（1991 年）208 頁、
宇野聡「判批」リマークス 6号（1993 年）136 頁。

18）本件では、別件訴訟を考慮しても、Ｘの申立権の濫用
に当たる事情は見出し難いと思われる。


